
 

船舶インシデント調査報告書 

平成３０年４月１８日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

インシデント種類 座洲 

発生日時 不明（平成２９年７月２７日 ２０時００分ごろ～２８日 ０２時０

０分ごろの間） 

発生場所 沖縄県竹富町竹富東港 

 竹富東港第４号灯標から真方位２９２°７３０ｍ付近 

 （概位 北緯２４°２０.３′ 東経１２４°０５.６′） 

インシデントの概要  プレジャーボートマリンは、漂泊中、浅礁に座洲した。 

インシデント調査の経過 平成２９年７月３１日、主管調査官（那覇事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーボート マリン、５トン未満（長さ５.３７ｍ） 

 ２９６－１６４９５沖縄、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

損傷 なし 

気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北東、風力 ３、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の中央期～下げ潮の中央期 

インシデントの経過 本船は、船長が１人で乗り組み、平成２９年７月２７日２０時００

分ごろ、帰港する目的で、竹富東港に向けて沖縄県石垣市石垣港を出

港した。 

 本船は、船長が服用していた鎮痛剤の副作用による眠気が出現する

ことに不安を感じ、竹富東港西側で漂泊して様子を伺っていたとこ

ろ、潮位が下降して浅礁に座洲した。 

 海上保安庁は、２８日０２時００分ごろ、釣り人から本船が座洲し

ているとの通報を受けた。 

本船は、潮位が上昇したので自力で離礁した。 

 船長は、本インシデント時、漂泊場所の潮汐の確認を行っていなか

った。 

分析  本船は、竹富東港西側で漂泊中、船長が、潮汐の確認を行っていな

かったことから、潮が引いたことに気付かず、浅礁に座洲したものと

考えられる。 

原因  本インシデントは、夜間、本船が、竹富東港西側で漂泊中、船長

が、潮汐の確認を行っていなかったため、潮が引いたことに気付か

ず、浅礁に座洲したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・潮の干満を考慮して漂泊場所を決定すること。 
 


